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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリステーションにおいて貸し出され、電力消費体に搭載されるバッテリパックの
予約を受け付けるバッテリ予約装置であって、
　前記バッテリステーションへ返却予定の前記バッテリパックの現在のバッテリ残量を取
得するバッテリ状態取得部と、
　前記返却予定のバッテリパックが前記バッテリステーションへ返却される返却予定時間
を取得する返却予定時間取得部と、
　前記バッテリ状態取得部において取得された前記バッテリパックの現在のバッテリ残量
と前記返却予定時間取得部において取得された前記バッテリパックの返却予定時間とに基
づいて、前記バッテリステーションへの返却時における前記バッテリパックのバッテリ残
量を予測するバッテリ残量予測部と、
　前記バッテリステーションにおいて前記バッテリパックを充電する充電器の充電速度を
取得する充電速度取得部と、
　前記バッテリ残量予測部において予測された返却時におけるバッテリ残量と、前記充電
速度取得部において取得された前記充電器による充電速度とに基づいて、当該返却予定の
前記バッテリパックの貸し出し予約を受け付ける予約受付部と、
を備えているバッテリ予約装置。
【請求項２】
　前記バッテリ残量予測部において予測された返却時におけるバッテリ残量と、前記充電
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速度取得部において取得された前記充電器による充電速度とに基づいて、当該返却予定の
前記バッテリパックが貸し出し可能か否かを判定する予約可否判定部を、さらに備えてい
る、
請求項１に記載のバッテリ予約装置。
【請求項３】
　前記バッテリ残量予測部において予測された返却時におけるバッテリ残量と、前記充電
速度取得部において取得された前記充電器による充電速度とに基づいて、当該返却予定の
前記バッテリパックの充電完了時間を算出する充電完了時間算出部を、さらに備えている
、
請求項１または２に記載のバッテリ予約装置。
【請求項４】
　前記バッテリステーションへ返却された前記バッテリパックの実際の返却時間を取得す
る実返却時間取得部と、
　前記バッテリステーションへ返却された前記バッテリパックの実際のバッテリ残量を取
得する実バッテリ残量取得部と、
　前記実返却時間取得部において取得された実際の返却時間と前記実バッテリ残量取得部
において取得された実際のバッテリ残量とに基づいて、前記バッテリパックの貸し出し予
約に関する情報を更新する予約情報更新部と、
をさらに備えている、
請求項１から３のいずれか１項に記載のバッテリ予約装置。
【請求項５】
　前記バッテリ状態取得部は、前記バッテリパックに固有のＩＤ、前記バッテリパックの
残容量履歴情報、電圧履歴、電流履歴、温度履歴のうち、少なくとも１つをさらに取得す
る、
請求項１から４のいずれか１項に記載のバッテリ予約装置。
【請求項６】
　前記電力消費体は、電動自動二輪車、電動自転車、電動アシスト自転車、電気自動車、
ＰＨＶ（Plug-in Hybrid Vehicle）を含むモビリティである、
請求項１から５のいずれか１項に記載のバッテリ予約装置。
【請求項７】
　前記モビリティの現在位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報取得部において取得された前記モビリティの現在位置情報に基づいて、現
在位置から予約した前記バッテリステーションまでの移動時間を算出する移動時間算出部
と、
をさらに備えている、
請求項６に記載のバッテリ予約装置。
【請求項８】
　前記返却予定時間取得部は、前記移動時間算出部において算出された移動時間に基づい
て、前記バッテリステーションへの前記バッテリパックの返却予定時間を算出する、
請求項７に記載のバッテリ予約装置。
【請求項９】
　前記バッテリ残量予測部は、前記位置情報取得部において取得された前記モビリティの
現在位置情報と、前記モビリティの平均電費とに基づいて、前記バッテリステーションに
到着するまでに必要な電力量を算出する、
請求項７または８に記載のバッテリ予約装置。
【請求項１０】
　バッテリステーションにおいて貸し出され、電力消費体に搭載されるバッテリパックの
予約を受け付けるバッテリ予約装置を用いたバッテリ予約方法であって、
　前記バッテリ予約装置のバッテリ状態取得部が、前記バッテリステーションへ返却予定
の前記バッテリパックの現在のバッテリ残量を取得するバッテリ状態取得ステップと、
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　前記バッテリ予約装置の返却予定時間取得部が、前記返却予定のバッテリパックが前記
バッテリステーションへ返却される返却予定時間を取得する返却予定時間取得ステップと
、
　前記バッテリ予約装置のバッテリ残量予測部が、前記バッテリ状態取得ステップにおい
て取得された前記バッテリパックの現在のバッテリ残量と前記返却予定時間取得ステップ
において取得された前記バッテリパックの返却予定時間とに基づいて、前記バッテリステ
ーションへの返却時における前記バッテリパックのバッテリ残量を予測するバッテリ残量
予測ステップと、
　前記バッテリ予約装置の充電速度取得部が、前記バッテリステーションにおいて前記バ
ッテリパックを充電する充電器の充電速度を取得する充電速度取得ステップと、
　前記バッテリ予約装置の予約受付部が、前記バッテリ残量予測ステップにおいて予測さ
れた返却時におけるバッテリ残量と、前記充電速度取得ステップにおいて取得された前記
充電器による充電速度とに基づいて、当該返却予定の前記バッテリパックの貸し出し予約
を受け付ける予約受付ステップと、
を備えているバッテリ予約方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のバッテリパックが搭載される電力消費体のために、バッテリステーシ
ョンにおけるバッテリの貸し出し予約を行うバッテリ予約装置およびバッテリ予約方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電動自動二輪車や電動自転車等のモビリティに搭載されたバッテリパックを、充
電済みのバッテリパックを保有するバッテリステーションにおいて交換しながら利用する
システムが構築されている。
　このように、バッテリパックを貸し出す場合には、バッテリステーションにおけるバッ
テリパックの貸し出しを予約するシステムが用いられる場合がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、電気自動車ネットワークのバッテリサービスに対する需要を
予測するための電気自動車ネットワークにおける負荷の推定および管理について開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－５２４６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の方法では、以下に示すような問題点を有している。
　すなわち、上記公報に開示されたバッテリサービスに対する需要予測では、混雑したバ
ッテリサービス場所が選択された場合には、車両のユーザに代替のバッテリサービス場所
を勧めることで調整を行っている。
　しかし、このような方法では、すでにバッテリサービス場所にあるバッテリパックにつ
いてのみ予約の受付は可能であるが、すでに返却される予定があるバッテリパックまで考
慮した調整を行うことはできない。
【０００６】
　本発明の課題は、返却予定のバッテリパックの予約受付の対象とすることで、より柔軟
な予約受付処理が可能なバッテリ予約装置およびバッテリ予約方法を提供することにある
。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明に係るバッテリ予約装置は、バッテリステーションにおいて貸し出され、電
力消費体に搭載されるバッテリパックの予約を受け付けるバッテリ予約装置であって、バ
ッテリ状態取得部と、返却予定時間取得部と、バッテリ残量予測部と、充電速度取得部と
、予約受付部と、を備えている。バッテリ状態取得部は、バッテリステーションへ返却予
定のバッテリパックの現在のバッテリ残量を取得する。返却予定時間取得部は、バッテリ
パックがバッテリステーションへ返却される返却予定時間を取得する。バッテリ残量予測
部は、バッテリ状態取得部において取得されたバッテリパックの現在のバッテリ残量と返
却予定時間取得部において取得されたバッテリパックの返却予定時間とに基づいて、バッ
テリステーションへの返却時におけるバッテリパックのバッテリ残量を予測する。充電速
度取得部は、バッテリステーションにおいてバッテリパックを充電する充電器の充電速度
を取得する。予約受付部は、バッテリ残量予測部において予測された返却時におけるバッ
テリ残量と、充電速度取得部において取得された充電器による充電速度とに基づいて、当
該返却予定のバッテリパックの貸し出し予約を受け付ける。
【０００８】
　ここでは、バッテリパックを保有するバッテリステーションにおいてバッテリ交換を行
うための予約を受け付けるバッテリ予約装置において、すでに予約が確定した他の予約情
報（現在のバッテリ残量、返却予定時間等）に基づいて、返却予定のバッテリパックを予
約可能なバッテリパックとして予約情報に反映させる。
　ここで、電力消費体には、例えば、電動自動二輪車、電動自転車、電動アシスト自転車
、電動一輪車、電気自動車（ＥＶ）、ＰＨＶ（Plug-in Hybrid Vehicle）等のモビリティ
、その他の交換可能なバッテリによって駆動される各種電気製品等が含まれる。
【０００９】
　また、バッテリ状態取得部において取得される現在のバッテリ残量は、例えば、モビリ
ティ等の電力消費体から取得されてもよいし、使用中のバッテリパックの使用状況を管理
する管理センタ等から取得してもよい。
　また、返却予定時間取得部において取得される返却予定時間は、予約者によって入力さ
れた情報の中から取得してもよいし、モビリティ等の電力消費体の現在位置情報を用いて
自動的に算出されたものを取得してもよい。
【００１０】
　また、充電速度取得部において取得される充電器の充電速度は、充電器が設置されたバ
ッテリステーションから直接取得してもよいし、バッテリステーションの情報を保存して
いるサーバ等から取得してもよい。
　これにより、まだバッテリステーションには返却されていないバッテリパックについて
、現在のバッテリ残量、バッテリステーションへの返却予定時間、返却時におけるバッテ
リ残量の推定値、返却予定のバッテリステーションにおける充電器の充電速度に基づいて
、バッテリステーションへ返却された時点およびその後のバッテリ残量を推定することで
、予約受付を可能とすることができる。
【００１１】
　この結果、従来よりも、予約可能なバッテリパックの選択肢の数を増やすことができる
ため、より柔軟な予約受付処理が可能となる。
　第２の発明に係るバッテリ予約装置は、第１の発明に係るバッテリ予約装置であって、
バッテリ残量予測部において予測された返却時におけるバッテリ残量と、充電速度取得部
において取得された充電器による充電速度とに基づいて、当該返却予定のバッテリパック
が貸し出し可能か否かを判定する予約可否判定部を、さらに備えている。
【００１２】
　ここでは、すでに予約が確定した他の予約情報（現在のバッテリ残量、返却予定時間等
）に基づいて返却予定のバッテリパックが、予約者によって入力された条件等に合致した
貸し出し可能なバッテリパックがあるか否かを判定する。
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　これにより、返却予定のバッテリパックを予約受付可能な情報として予約情報に追加し
た上で、予約者の入力した条件等に合致したバッテリパックの貸し出しが可能であるか否
かを判定することができる。
【００１３】
　第３の発明に係るバッテリ予約装置は、第１または第２の発明に係るバッテリ予約装置
であって、バッテリ残量予測部において予測された返却時におけるバッテリ残量と、充電
速度取得部において取得された充電器による充電速度とに基づいて、当該返却予定のバッ
テリパックの充電完了時間を算出する充電完了時間算出部を、さらに備えている。
　ここでは、バッテリステーションへ返却予定のバッテリパックが、バッテリステーショ
ンへ返却されてから、満充電状態となる充電完了時間を算出する。
【００１４】
　これにより、予約受付時において、充電が完了した満充電のバッテリパックの交換を希
望する予約者に対して、算出された充電完了時間を提示することができる。よって、まだ
返却されていないバッテリパックを選択肢として、予約情報に提示することができる。
　第４の発明に係るバッテリ予約装置は、第１から第３の発明のいずれか１つに係るバッ
テリ予約装置であって、実返却時間取得部と、実バッテリ残量取得部と、予約情報更新部
をさらに備えている。実返却時間取得部は、バッテリステーションへ返却されたバッテリ
パックの実際の返却時間を取得する。実バッテリ残量取得部は、バッテリステーションへ
返却されたバッテリパックの実際のバッテリ残量を取得する。予約情報更新部は、実返却
時間取得部において取得された実際の返却時間と実バッテリ残量取得部において取得され
た実際のバッテリ残量とに基づいて、バッテリパックの貸し出し予約に関する情報を更新
する。
【００１５】
　ここでは、上述した予約情報に含まれるバッテリパックの返却予定時間、バッテリ残量
について、実際にバッテリパックが返却された時間、返却時のバッテリ残量と誤差が生じ
た場合には、実際の返却時間、バッテリ残量の情報を取得して、予約情報を更新する。
　これにより、推定値として算出されていた返却予定時間、バッテリ残量を実際の正確な
値に更新することで、予約情報における誤差を解消して、正確な予約情報を提示すること
ができる。
【００１６】
　第５の発明に係るバッテリ予約装置は、第１から第４の発明のいずれか１つに係るバッ
テリ予約装置であって、バッテリ状態取得部は、バッテリパックに固有のＩＤ、バッテリ
パックの残容量履歴情報、電圧履歴、電流履歴、温度履歴のうち、少なくとも１つをさら
に取得する。
　ここでは、バッテリパックの残容量を取得するバッテリ状態取得部において、バッテリ
パックに固有のＩＤ、バッテリパックの残容量履歴情報、電圧履歴、電流履歴、温度履歴
等の情報をさらに取得する。
【００１７】
　ここで、バッテリパックの残容量履歴情報とは、そのバッテリパックの過去のバッテリ
残量の履歴情報を意味している。また、電圧履歴、電流履歴とは、そのバッテリパックの
使用時における電圧・電流の変化を示す履歴情報を意味している。温度履歴とは、そのバ
ッテリパックの過去の温度変化を示す履歴情報を意味している。
　これにより、これらのＩＤ情報や履歴情報等を取得することで、バッテリステーション
に返却された際のバッテリ残量の推定値の精度を向上させることができる。
【００１８】
　第６の発明に係るバッテリ予約装置は、第１から第５の発明のいずれか１つに係るバッ
テリ予約装置であって、電力消費体は、電動自動二輪車、電動自転車、電動アシスト自転
車、電気自動車、ＰＨＶ（Plug-in Hybrid Vehicle）を含むモビリティである。
　ここでは、所定の電力消費体として、電動自動二輪車、電動自転車等のモビリティを用
いている。
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【００１９】
　これにより、例えば、所定のバッテリステーション等において、残容量が少ないバッテ
リパックを充電済みのバッテリパックと交換しながら使用されるモビリティにおいて、バ
ッテリパックの交換予約の選択肢を増やして、より柔軟な予約受付処理が可能となる。
　第７の発明に係るバッテリ予約装置は、第６の発明に係るバッテリ予約装置であって、
モビリティの現在位置情報を取得する位置情報取得部と、位置情報取得部において取得さ
れたモビリティの現在位置情報に基づいて現在位置から予約したバッテリステーションま
での移動時間を算出する移動時間算出部と、をさらに備えている。
【００２０】
　ここでは、電力消費体としてモビリティを用いた場合において、モビリティの現在位置
情報を取得して、現在位置から予約済みのバッテリステーションまでの距離から移動時間
を算出する。
　ここで、移動時間の算出に用いられるモビリティの現在位置は、例えば、ＧＰＳ（Glob
al Positioning System）等を用いて検知することができる。
【００２１】
　これにより、算出された移動時間を用いて、予約済みのバッテリステーションへのバッ
テリパックの返却予定時間を算出することができる。
　第８の発明に係るバッテリ予約装置は、第７の発明に係るバッテリ予約装置であって、
返却予定時間取得部は、移動時間算出部において算出された移動時間に基づいて、バッテ
リステーションへのバッテリパックの返却予定時間を算出する。
【００２２】
　ここでは、返却予定時間取得部において、上述した移動時間算出部において算出された
移動時間を用いて、バッテリステーションへのバッテリパックの返却予定時間を算出する
。
　ここで、各バッテリステーションまでの移動時間は、現在位置と各バッテリステーショ
ンまでの距離と、例えば、モビリティ（例えば、電動自動二輪車、電動自動車、電動自転
車、電動アシスト自転車等）の直近1時間の平均速度とによって算出される。
【００２３】
　これにより、予約者によってバッテリパックの返却予定時間が入力されなくても、自動
的に、バッテリパックの返却予定時間を算出することができる。
　第９の発明に係るバッテリ予約装置は、第７または第８の発明に係るバッテリ予約装置
であって、バッテリ残量予測部は、位置情報取得部において取得されたモビリティの現在
位置情報と、モビリティの平均電費とに基づいて、バッテリステーションに到着するまで
に必要な電力量を算出する。
【００２４】
　ここでは、例えば、モビリティの直近の所定時間における１ｗｈ当たりの平均走行距離
（電費）を用いて、予約済みのバッテリステーションまでに必要な電力量を算出する。
　これにより、バッテリステーションに返却された際のバッテリパックのバッテリ残量の
推定値の精度を向上させることができる。
　第１０の発明に係るバッテリ予約方法は、バッテリステーションにおいて貸し出され、
電力消費体に搭載されるバッテリパックの予約を受け付けるバッテリ予約方法であって、
バッテリ状態取得ステップと、返却予定時間取得ステップと、バッテリ残量予測ステップ
と、充電速度取得ステップと、予約受付ステップと、を備えている。バッテリ状態取得ス
テップは、バッテリステーションへ返却予定のバッテリパックの現在のバッテリ残量を取
得する。返却予定時間取得ステップは、バッテリパックがバッテリステーションへ返却さ
れる返却予定時間を取得する。バッテリ残量予測ステップは、バッテリ状態取得ステップ
において取得されたバッテリパックの現在のバッテリ残量と返却予定時間取得ステップに
おいて取得されたバッテリパックの返却予定時間とに基づいて、バッテリステーションへ
の返却時におけるバッテリパックのバッテリ残量を予測する。充電速度取得ステップは、
バッテリステーションにおいてバッテリパックを充電する充電器の充電速度を取得する。
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予約受付ステップは、バッテリ残量予測ステップにおいて予測された返却時におけるバッ
テリ残量と、充電速度取得ステップにおいて取得された充電器による充電速度とに基づい
て、当該返却予定のバッテリパックの貸し出し予約を受け付ける。
【００２５】
　ここでは、バッテリパックを保有するバッテリステーションにおいてバッテリ交換を行
うための予約を受け付けるバッテリ予約方法において、すでに予約が確定した他の予約情
報（現在のバッテリ残量、返却予定時間等）に基づいて、返却予定のバッテリパックを予
約可能なバッテリパックとして予約情報に反映させる。
　ここで、電力消費体には、例えば、電動自動二輪車、電動自転車、電動アシスト自転車
、電動一輪車、電気自動車（ＥＶ）、ＰＨＶ（Plug-in Hybrid Vehicle）等のモビリティ
、その他の交換可能なバッテリによって駆動される各種電気製品等が含まれる。
【００２６】
　また、バッテリ状態取得ステップにおいて取得される現在のバッテリ残量は、例えば、
モビリティ等の電力消費体から取得されてもよいし、使用中のバッテリパックの使用状況
を管理する管理センタ等から取得してもよい。
　また、返却予定時間取得ステップにおいて取得される返却予定時間は、予約者によって
入力された情報を取得してもよいし、モビリティ等の電力消費体の現在位置情報を用いて
自動的に算出されたものを取得してもよい。
【００２７】
　また、充電速度取得ステップにおいて取得される充電器の充電速度は、充電器が設置さ
れたバッテリステーションから直接取得してもよいし、バッテリステーションの情報を保
存しているサーバ等から取得してもよい。
　これにより、まだバッテリステーションには返却されていないバッテリパックについて
、現在のバッテリ残量、バッテリステーションへの返却予定時間、返却時におけるバッテ
リ残量の推定値、返却予定のバッテリステーションにおける充電器の充電速度に基づいて
、バッテリステーションへ返却された時点およびその後のバッテリ残量を推定することで
、予約受付を可能とすることができる。
【００２８】
　この結果、従来よりも、予約可能なバッテリパックの選択肢の数を増やすことができる
ため、より柔軟な予約受付処理が可能となる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係るバッテリ予約装置によれば、返却予定のバッテリパックの予約受付を可能
とすることで、より柔軟な予約受付処理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係るバッテリ予約装置によって貸し出し予約されるバッテ
リパックが搭載されるモビリティの構成を示す図。
【図２】図１のモビリティに搭載される複数のバッテリパックの貸し出し予約を行うバッ
テリ予約装置の構成を示すブロック図。
【図３】図２のバッテリ予約装置に対してバッテリパックの貸し出し予約を行う際に、モ
ビリティの表示部に表示される予約入力画面を示す図。
【図４】各バッテリステーションにおいて保持されているバッテリパックの時間経過ごと
のバッテリ残量を示す予約情報テーブル。
【図５】予約済みのバッテリステーションにおいて、使用中のバッテリパックとバッテリ
ステーションに保持されたバッテリパックとのやり取りを示す図。
【図６】図２のバッテリ予約装置において処理されるバッテリ予約方法において、返却予
定のバッテリパックの情報を予約情報に反映させる処理の流れを示すフローチャート。
【図７】図６のバッテリ予約方法において、実際にバッテリステーションに返却されたバ
ッテリパックの返却時間、返却時のバッテリ残量に基づいて、予約情報を更新する際の流
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れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の一実施形態に係るバッテリ予約装置について、図１～図７を用いて説明すれば
以下の通りである。
　本実施形態に係るバッテリ予約装置１０は、図１に示す電動自動二輪車等のモビリティ
２０に交換可能な状態で搭載されるバッテリパック１の交換（貸出）予約を受け付ける。
　なお、本実施形態において、モビリティ２０に搭載されるバッテリパック１の交換は、
バッテリパック１の貸し出しと同義として説明する。
【００３２】
　バッテリパック１は、図１に示すように、モビリティ２０に対して電力を供給するため
の二次電池であって、モビリティ２０に対して交換可能な状態で２本搭載されている。そ
して、バッテリパック１は、所定のバッテリステーション３０ａ～３０ｃに設置された充
電器３１（図２参照）を用いて充電されることで、繰り返し使用される。
　モビリティ２０は、シート２０ａの下に搭載された２本のバッテリパック１から電力を
供給されて走行する電動自動二輪車であって、前輪２１、後輪（駆動輪）２２、表示部２
３（図２参照）、およびＧＰＳ（Global Positioning System）２４（図２参照）を備え
ている。
【００３３】
　前輪２１は、モビリティ２０の前部と路面との間に設けられた操舵輪であって、ハンド
ル２０ｂの向きに連動して向きを変えることで、走行方向を切り替えることができる。
　後輪２２は、バッテリパック１が搭載されたモビリティ２０の後部と路面との間に設け
られた駆動輪であって、モータ（図示せず）によって回転駆動される。
　表示部２３は、モビリティ２０のハンドル２０ｂの中央部分付近に設けられた表示装置
であって、モビリティ２０に搭載された２本のバッテリパック１のバッテリ残量や、走行
速度等を表示する。なお、表示部２３は、例えば、タッチパネル式の液晶表示装置によっ
て構成されている。
【００３４】
　また、表示部２３は、バッテリ予約装置１０に対してバッテリ交換の予約を行うための
予約情報が入力される予約入力部２３ａを有している。そして、表示部２３は、後述する
予約入力画面Ｓ１（図３参照）等、バッテリステーション３０ａ～３０ｃを予約するため
の予約入力画面を表示する。
　予約入力部２３ａは、２本のバッテリパック１のバッテリ残量が少なくなってきた場合
に、予約者（モビリティ２０の運転者）から、交換時に必要とするバッテリパック１の本
数、総電力量、受取希望時間等の情報が入力される。そして、予約入力部２３ａは、表示
部２３に表示された予約入力画面Ｓ１を介して、予約者によって予約するバッテリステー
ション３０ａ～３０ｃが選択される。
【００３５】
　なお、図３に示す予約入力画面Ｓ１では、交換時に必要とするバッテリパック１の本数
として「２本」、総電力量として「３２００ｗｈ」、受取希望時間として「８：５０～９
：００」が入力されている。
　また、図２に示すバッテリステーション３０ａ～３０ｃは、説明の便宜上、３箇所とな
っているが、本実施形態のバッテリ予約装置１０によって予約対象となるバッテリステー
ションの数はこれに限定されるものではない。例えば、地域ごとにバッテリステーション
の設置密度が異なる場合には、モビリティ２０の現在位置を中心とする半径数ｋｍ以内に
設置された複数のバッテリステーションを全て予約対象としてもよい。
【００３６】
　ＧＰＳ２４は、モビリティ２０に搭載されており、ＧＰＳ衛星からの信号を受信して、
モビリティ２０の現在位置情報を取得する。そして、ＧＰＳ２４は、取得した現在位置情
報をバッテリ予約装置１０の位置情報取得部１３ａへと送信する。



(9) JP 6582909 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

　（バッテリ予約装置１０の構成）
　バッテリ予約装置１０は、複数のバッテリステーション３０ａ～３０ｃに保管されてい
る充電済みあるいは充電中のバッテリパック１の交換予約を受け付ける装置であって、例
えば、各バッテリステーション３０ａ～３０ｃに設置されている。そして、バッテリ予約
装置１０は、図２に示すように、入力受付部１１、バッテリ状態取得部１２、位置情報取
得部１３ａ、移動時間算出部１３ｂ、返却予定時間取得部１３ｃ、バッテリ残量予測部１
４、バッテリステーション情報取得部１５、充電完了時間算出部１６、予約受付部（予約
受付部、予約情報更新部、予約可否判定部）１７、および表示制御部１８を備えている。
【００３７】
　本実施形態では、バッテリ予約装置１０によって予約されるバッテリパック１は、予約
時点で充電が完了したもの、および充電中のものを含む（図４のテーブル参照）。
　入力受付部１１は、モビリティ２０の表示部２３（予約入力部２３ａ）を介して予約者
から入力されたバッテリパック１の交換に関する予約情報を受け付ける。具体的には、入
力受付部１１は、図３に示す予約入力画面Ｓ１において入力された各種情報に基づいて、
予約者の希望を満たす１または複数のバッテリステーション３０ａ～３０ｃを予約先候補
として提示する。
【００３８】
　これにより、予約者は、希望する条件を満たすバッテリステーション３０ａ～３０ｃの
中から、距離、移動時間、交換に必要な費用等の条件に基づいて、１つのバッテリステー
ション３０ａ等を選択して予約することができる。
　バッテリ状態取得部１２は、予約を受け付けたモビリティ２０に搭載されているバッテ
リパック１の状態（現在のバッテリパック１のバッテリ残量等）を取得する。具体的には
、バッテリ状態取得部１２は、上記バッテリ残量に加えて、バッテリパック１ごとに付さ
れた固有のＩＤ、モビリティ２０ごとに付された固有のＩＤ、バッテリパック１のバッテ
リ残量の履歴情報、電圧・電流の履歴情報、温度情報等を取得する。
【００３９】
　ここで、バッテリパック１ごとに付された固有のＩＤとは、バッテリパック１の種類、
製造番号、型式等を示す記号・番号であって、バッテリパック１の性能を把握するための
情報として利用される。そして、モビリティ２０ごとに付された固有のＩＤとは、モビリ
ティ２０の機種、製造番号、型式等を示す記号・番号であって、モビリティ２０の電費（
１ｗｈ当たりの走行距離）を把握するために利用される。
【００４０】
　また、バッテリパック１のバッテリ残量の履歴情報とは、搭載されているバッテリパッ
ク１の過去のバッテリ残量の変化を把握するために利用される。そして、電圧・電流の履
歴情報とは、搭載されているバッテリパック１の過去の使用状況を把握するために利用さ
れる。また、温度情報とは、バッテリパック１の過去の温度変化を示す情報であって、バ
ッテリパック１の過去の使用状況を把握するために利用される。
【００４１】
　本実施形態のバッテリ予約装置１０では、上述したように、予約完了時点でそのモビリ
ティ２０に搭載されているバッテリ残量の情報に加えて、過去のバッテリパック１の使用
状況等を把握するための各種情報を取得する。
　これにより、モビリティ２０が予約したバッテリステーション３０ａ～３０ｃへ到着し
た際のバッテリパック１のバッテリ残量の予測精度を向上させることができる。
【００４２】
　なお、バッテリステーション３０ａ～３０ｃに到着した時点におけるバッテリパック１
のバッテリ残量の推定については、後述するバッテリ残量予測部１４において実施される
。
　位置情報取得部１３ａは、モビリティ２０に搭載されたＧＰＳ２４から、モビリティ２
０の現在位置に関する情報を取得する。そして、位置情報取得部１３ａは、取得した現在
位置情報を移動時間算出部１３ｂへと送信する。
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【００４３】
　移動時間算出部１３ｂは、位置情報取得部１３ａから取得したモビリティ２０の現在位
置情報に基づいて、モビリティ２０の現在位置から予約したバッテリステーション３０ａ
等までの移動距離と移動時間とを算出する。具体的には、移動時間算出部１３ｂは、予め
保存されている地図情報を用いて現在位置から予約したバッテリステーション３０ａ等ま
での移動距離を算出するとともに、モビリティ２０の直近の１時間の平均速度を用いて、
予約したバッテリステーション３０ａ等までの移動時間を算出する。
【００４４】
　なお、モビリティ２０の平均速度としては、直近の１時間の平均速度以外に、バッテリ
パック１を搭載してから現在までの平均速度、あるいは混雑状況等を反映させた平均速度
等を用いてもよい。
　返却予定時間取得部１３ｃは、移動時間算出部１３ｂにおいて算出された予約したバッ
テリステーション３０ａ等までの移動時間に基づいて、モビリティ２０が予約したバッテ
リステーション３０ａ等へ到着する時間、すなわちバッテリパック１の返却予定時間を算
出する。
【００４５】
　例えば、予約時刻が８：００であって、予約したバッテリステーション３０ａ等までの
移動時間が５０分とすると、返却予定時間は８：５０と算出される（図５参照）。
　バッテリ残量予測部１４は、バッテリ状態取得部１２において取得されたモビリティ２
０に搭載されたバッテリパック１の状態（バッテリ残量等）と、返却予定時間取得部１３
ｃにおいて取得されたバッテリステーション３０ａ等へのバッテリパック１の返却予定時
間に基づいて、返却時点でのバッテリパック１のバッテリ残量を予測する。
【００４６】
　具体的には、バッテリ残量予測部１４は、予約時におけるバッテリパック１のバッテリ
残量から、予約したバッテリステーション３０ａ等に到着するまでに必要とされる電力量
の推定値を減じて、返却予定時間におけるバッテリ残量の推定値を算出する。
　なお、図１に示すように、モビリティ２０に複数のバッテリパック１が搭載されている
場合には、バッテリステーション３０ａ等へ到着するまでに必要な電力量を等分してから
減算することで、バッテリパック１の１本当たりのバッテリ残量を算出することができる
。
【００４７】
　また、予約したバッテリステーション３０ａ等に到着するまでに必要とされる電力量の
推定値は、予約したバッテリステーション３０ａまでの移動距離（平面的な距離、高低差
）、上述したバッテリパック１の過去の使用状況を示す電圧・電流・温度等の履歴情報、
モビリティ２０の平均電費等を用いて算出される。
　なお、到着に必要な電力量の推定値は、モビリティ２０の平均電費と予約したバッテリ
ステーション３０ａ等までの移動距離とを用いて、以下の関係式（１）によって、最も単
純化した算出方法として算出されてもよい。
【００４８】
　　（バッテリステーションに到着するまでに必要な電力量（ｗｈ））＝（バッテリステ
ーションとモビリティの現在位置との間の距離（ｋｍ））／（モビリティの平均電費（ｋ
ｍ／ｗｈ））　・・・・・（１）
　バッテリステーション情報取得部（充電速度取得部、実返却時間取得部、実バッテリ残
量取得部）１５は、各バッテリステーション３０ａ～３０ｃに設置された充電器３１、充
電器３１によって充電済みあるいは充電中のバッテリパック１の情報を取得する。
【００４９】
　具体的には、バッテリステーション情報取得部１５は、各バッテリステーション３０ａ
～３０ｃに設置された充電器３１の充電速度に関する情報を取得する。
　なお、図４に示す予約情報テーブルでは、各バッテリステーション３０ａ～３０ｃ（Ｓ
ｔＩＤのＡ～Ｃに対応）に設置された複数の充電器３１の充電速度として、共通の充電速
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度３００ｗｈ／ｈが取得されている。
【００５０】
　また、バッテリステーション情報取得部１５は、予約したバッテリステーション３０ａ
等にモビリティ２０が実際に到着した時間（実返却時間）を、モビリティ２０が到着した
バッテリステーション３０ａ等から取得する。さらに、バッテリステーション情報取得部
１５は、予約したバッテリステーション３０ａ等にモビリティ２０が実際に到着した時点
における、実際のバッテリパック１のバッテリ残量を、モビリティ２０が到着したバッテ
リステーション３０ａ等から取得する。
【００５１】
　ここで、予約したバッテリステーション３０ａに対して、モビリティ２０が実際に到着
した時間に関する情報は、返却予定時間取得部１３ｃにおいて算出された返却予定時間と
の誤差があるか否かを確認するために利用される。
　そして、予約したバッテリステーション３０ａに対して、モビリティ２０が実際に到着
した時（返却時）における実際のバッテリ残量に関する情報は、バッテリ残量予測部１４
において算出された返却時におけるバッテリ残量の推定値との誤差があるか否かを確認す
るために利用される。
【００５２】
　これにより、返却予定時間、返却時におけるバッテリ残量の推定値を、実際のバッテリ
パック１が返却された時点で正確な数値に更新して、予約情報テーブル（図４参照）の精
度を向上させることができる。
　充電完了時間算出部１６は、バッテリ残量予測部１４において算出された返却時点での
バッテリパック１のバッテリ残量の推定値と、バッテリステーション情報取得部１５にお
いて取得された充電器３１の充電速度とに基づいて、バッテリパック１がバッテリステー
ション３０ａ等へ返却されてから満充電の状態になるまでの時間を算出する。
【００５３】
　例えば、図４に示す予約情報テーブルにおいては、バッテリ残量が１６００ｗｈとなっ
た状態を満充電の状態（充電完了状態）としている。
　予約受付部（予約受付部、予約情報更新部）１７は、充電完了時間算出部１６を介して
取得した返却予定時間におけるバッテリ残量の推定値と、バッテリステーション３０ａ等
に設置された充電器３１の充電速度とに基づいて、予約情報として返却予定のバッテリパ
ック１の情報を追加する。
【００５４】
　具体的には、図４に示す予約情報テーブルに、バッテリステーション３０ａ～３０ｃご
とに付されたＳｔＩＤが「Ａ」のバッテリＩＤが「２」、「４」のバッテリパック１の情
報を追加する。
　図４に示す予約情報テーブルでは、予約時間を８：００とし、５０分後の８：５０にバ
ッテリステーション３０ａへ返却予定であって、返却時点におけるバッテリ残量が６００
ｗｈのバッテリパック１を２本返却するという情報が追加されている。
【００５５】
　これにより、従来は、実際にバッテリステーション３０ａ等にバッテリパック１が返却
される８：５０の時点まで予約情報に反映されなかったバッテリパック１（ＩＤが「２」
、「４」）の情報を、予約時点（８：００）から予約受付可能な情報として提示すること
ができる。
　この結果、８：００～８：４９までに予約しようとする予約者は、貸し出し可能なバッ
テリパック１の選択肢が従来よりも増えるため、より柔軟にバッテリパック１の貸し出し
予約の受付処理を行うことができる。
【００５６】
　ここで、返却予定時間取得部１３ｃにおいて算出された返却予定時間は、モビリティ２
０の現在位置から予約したバッテリステーション３０ａまでの交通状況等に応じて、時間
に誤差が生じることが想定される。また、バッテリ残量予測部１４において算出されたバ
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ッテリ残量の推定値についても同様に、交通状況等に応じて、バッテリステーション３０
ａ到着までに消費される電力量に誤差が生じることが想定される。
【００５７】
　そこで、予約受付部１７は、上述したバッテリステーション情報取得部１５において取
得された実返却時間、実バッテリ残量に関する情報を取得して、図４に示す予約情報テー
ブルの情報を更新する。
　例えば、返却予定時間取得部１３ｃにおいて算出された返却予定時間が８：５０であっ
て、実際に、予約したバッテリステーション３０ａ等へバッテリパック１が返却された時
間が８：５５であった場合には、５分の誤差を解消して正確な返却時間に修正するように
、予約情報テーブルの情報を更新する。
【００５８】
　また、バッテリ残量予測部１４において算出されたバッテリ残量の推定値が６００ｗｈ
であって、実際に、予約したバッテリステーション３０ａ等へバッテリパック１が返却さ
れた時点でのバッテリ残量が６１０ｗｈであった場合には、１０ｗｈの誤差を解消して正
確なバッテリ残量に修正するように、予約情報テーブルの情報を更新する。
　これにより、予約情報テーブルを正確な数値に修正することで、予約情報の精度を向上
させることができる。
【００５９】
　表示制御部１８は、予約情報が入力される予約入力画面Ｓ１を表示するように、モビリ
ティ２０の表示部２３を制御する。さらに、表示制御部１８は、予約入力画面Ｓ１を介し
て入力された条件を満たすバッテリパック１を保持するバッテリステーション３０ａ等を
予約先の候補として提示するように、表示部２３を制御する。
　これにより、予約者は、表示部２３に表示された選択肢の中から、希望するバッテリス
テーション３０ａ等を選択してバッテリパック１の貸し出しを予約することができる。
【００６０】
　本実施形態のバッテリ予約装置１０は、図２に示す構成を備えており、予約受付を完了
したモビリティ２０に搭載された返却予定のバッテリパック１の現在のバッテリ残量およ
び現在位置に関する情報に基づいて、バッテリステーション３０ａ等へのバッテリパック
１の返却予定時間、返却時におけるバッテリパック１のバッテリ残量の推定値を算出する
。そして、バッテリ予約装置１０は、算出された返却予定時間、返却時におけるバッテリ
残量の推定値に関する情報を、バッテリパック１の貸し出し予約情報を示す予約情報テー
ブル（図４参照）の情報へ追加する。
【００６１】
　ここで、実際に予約受付からバッテリステーション３０ａにおいて、バッテリパック１
を交換する際の処理について、図４および図５を用いて説明すれば以下の通りである。
　すなわち、図５に示すように、予約者が、８：００の時点で、モビリティ２０の表示部
２３を介してバッテリパック１の交換を予約すると、その時点でのモビリティ２０に搭載
された２本のバッテリパック１のバッテリ残量は１０００ｗｈである。
【００６２】
　一方、予約完了した８：００の時点では、予約したバッテリステーション３０ａ（Ｓｔ
ＩＤ：Ａに対応）に保持されている２本のバッテリパック１は、充電中であって、バッテ
リ残量は１４００ｗｈである。
　そして、バッテリステーション３０ａにモビリティ２０が到着する予定時間は、８：５
０と算出されている。このため、この時点でのモビリティ２０に搭載された２本のバッテ
リパック１のバッテリ残量は、バッテリステーション３０ａに到着するまでに消費されて
６００ｗｈまで減少していると推定される。
【００６３】
　つまり、現在位置からバッテリステーション３０ａに到着するために必要な電力量は、
４００ｗｈと算出されている。
　一方、モビリティ２０がバッテリステーション３０ａに到着するまでに、予約済みの２
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本のバッテリパック１はバッテリ残量が１６００ｗｈの満充電状態となっている。
　つまり、図４に示すように、予約済みの２本のバッテリパック１（ＩＤ「１」、「７」
に対応）は、予約受付時の８：００の時点ではバッテリ残量が１４００ｗｈであるが、充
電器３１の充電速度が３００ｗｈ／ｈであることから、８：４０の時点で満充電の状態と
なると予想される。
【００６４】
　そして、図５に示すように、８：５０の時点で、バッテリステーション３０ａに到着し
たモビリティ２０から、搭載された２本のバッテリパック１を取り出して、バッテリ残量
１６００ｗｈの２本のバッテリパック１（ＩＤ「１」、「７」）と交換する。
　これにより、モビリティ２０には、予約したバッテリ残量を持つ２本のバッテリパック
１が搭載される。
【００６５】
　一方、モビリティ２０から返却された２本のバッテリパック１は、バッテリステーショ
ン３０ａにおいて充電器３１によって充電される。充電器３１の充電速度は、上述したよ
うに、３００ｗｈ／ｈであることから、返却時におけるバッテリ残量の推定値が６００ｗ
ｈであった２本のバッテリパック（ＩＤ「２」、「４」）は、１２：１０の時点で１６０
０ｗｈの満充電状態となると予想される。
【００６６】
　本実施形態のバッテリ予約装置１０では、図５に示すように、予約受付時（８：００）
において、返却予定の２本のバッテリパック１の返却予定時間（８：５０）、返却予定時
間におけるバッテリ残量（６００ｗｈ）を算出し、予約情報テーブルに予約受付可能な情
報として追加する。
　これにより、未返却のバッテリパック１を実際にバッテリステーション３０ａ等へ返却
される前に予約情報として追加することで、次にバッテリパック１の貸し出しを予約する
予約者に対して、選択肢を増やした状態で予約情報を提示することができる。
【００６７】
　この結果、従来よりも使い勝手を向上させ、柔軟な予約受付処理を行うことが可能なバ
ッテリ予約装置１０を提供することができる。
　＜予約受付時における予約情報の更新処理＞
　本実施形態のバッテリ予約装置１０では、図６に示すフローチャートに従って、予約受
付時に、返却予定のバッテリパック１の情報を反映させるように、図４に示す予約情報テ
ーブルを更新する。
【００６８】
　すなわち、本実施形態のバッテリ予約装置１０は、予約を受け付けた返却予定のバッテ
リパック１のバッテリ残量や充電器３１による充電速度等の情報を取得して、返却前の段
階で、次の貸し出しの予約を受け付ける処理を行う。
　具体的には、ステップＳ１１において、入力受付部１１において、モビリティ２０の予
約入力部２３ａを介して、予約者から必要なバッテリパック１の本数（２本）、総電力量
（３２００ｗｈ）、受取希望時間（８：５０～９：００）の入力を受け付ける。
【００６９】
　次に、ステップＳ１２において、予約者によって選択された希望する受取時間に必要な
バッテリ残量を有するバッテリパック１を保持するバッテリステーション３０ａの予約を
受け付ける。
　次に、ステップＳ１３において、バッテリ状態取得部１２において、予約情報に基づい
て、モビリティ２０に搭載されているバッテリパック１の本数、バッテリ残量を取得する
。
【００７０】
　次に、ステップＳ１４において、位置情報取得部１３ａにおいて、モビリティ２０に搭
載されたＧＰＳ２４からモビリティ２０の現在位置に関する情報を取得する。
　次に、ステップＳ１５において、移動時間算出部１３ｂにおいて、モビリティ２０の現
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在位置情報から予約したバッテリステーション３０ａまでの移動距離および移動時間を算
出する。
【００７１】
　次に、ステップＳ１６において、返却予定時間取得部１３ｃにおいて、移動時間算出部
１３ｂにおいて算出された移動時間を用いて、予約したバッテリステーション３０ａに到
着する予定時間（バッテリパック１の返却予定時間）を算出する。
　次に、ステップＳ１７において、バッテリ残量予測部１４において、２本のバッテリパ
ック１が予約したバッテリステーション３０ａへ返却された時点におけるバッテリ残量の
推定値を算出する。
【００７２】
　次に、ステップＳ１８において、バッテリステーション情報取得部１５において、予約
したバッテリステーション３０ａに設置された充電器３１の充電速度に関する情報を取得
する。
　ここで、充電完了時間算出部１６において、返却予定の２本のバッテリパック１の充電
完了時間を算出してもよい。
【００７３】
　次に、ステップＳ１９において、予約受付部１７において、返却予定の２本のバッテリ
パック１について、返却予定時間である８：５０から貸し出し可能な情報として、予約情
報テーブルに追加する。
　＜実際に返却されたバッテリパック１の情報に基づく予約情報の更新処理＞
　本実施形態のバッテリ予約装置１０は、さらに、バッテリステーション情報取得部１５
から、予約したバッテリステーション３０ａ等へバッテリパック１が実際に返却された時
間（実返却時間）を取得する。そして、バッテリ予約装置１０は、バッテリステーション
情報取得部１５から、予約したバッテリステーション３０ａ等へバッテリパック１が実際
に返却された時点における実際のバッテリパック１のバッテリ残量（実バッテリ残量）を
取得する。
【００７４】
　これにより、返却予定時間取得部１３ｃにおいて算出された返却予定時間、バッテリ残
量予測部１４において算出された返却時におけるバッテリ残量の推定値と、実際の返却時
間、返却時のバッテリ残量との間に誤差が生じた場合でも、予約情報として正確な情報に
更新することができる。
　具体的には、ステップＳ２１では、バッテリステーション情報取得部１５において、予
約したバッテリステーション３０ａから、モビリティ２０に搭載された２本のバッテリパ
ック１の返却を受け付けたとの情報を受信する。
【００７５】
　次に、ステップＳ２２では、バッテリステーション情報取得部１５において、バッテリ
ステーション３０ａから、返却予定であった２本のバッテリパック１について実際に返却
された時間を受信する。バッテリステーション情報取得部１５は、この実際の返却時間を
、実返却時間として予約受付部１７に送信する。
　次に、ステップＳ２３では、バッテリステーション情報取得部１５において、バッテリ
ステーション３０ａから、返却予定であった２本のバッテリパック１の返却時における実
際のバッテリ残量を受信する。バッテリステーション情報取得部１５は、この返却時にお
ける実際のバッテリ残量を、実バッテリ残量として予約受付部１７に送信する。
【００７６】
　次に、ステップＳ２４では、予約受付部１７において、バッテリステーション３０ａに
返却された２本のバッテリパック１の実際の返却時間（実返却時間）、実際のバッテリ残
量（実バッテリ残量）を取得して、返却予定時間および返却時におけるバッテリ残量の推
定値の値を実際の数値を用いて更新する。
　ここで、予約したバッテリステーション３０ａに到着するまでに、渋滞や事故等の影響
によって予想外の時間がかかってしまうことも考えられる。
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【００７７】
　本実施形態のバッテリ予約装置１０によれば、このような場合でも、予約情報テーブル
に含まれる返却予定時間、返却時におけるバッテリ残量の推定値を、実返却時間、実バッ
テリ残量を用いて更新することで、返却予定のバッテリパック１の情報を含む予約情報の
精度を向上させることができる。
　［他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００７８】
　（Ａ）
　上記実施形態では、予約したバッテリステーション３０ａ等へ返却予定のバッテリパッ
ク１について、バッテリステーション３０ａ等へ返却後に、満充電状態になる充電完了時
間を算出する充電完了時間算出部１６を備えた構成を例として挙げて説明した。しかし、
本発明はこれに限定されるものではない。
　例えば、充電完了時間算出部は、本発明において必ずしも必要な構成ではなく、予約条
件を満たすバッテリ残量を有するバッテリパックを、満充電になる前の状態で貸し出すた
めの予約を受け付けてもよい。
【００７９】
　（Ｂ）
　上記実施形態では、位置情報取得部１３ａにおいてモビリティ２０に搭載されたＧＰＳ
２４から現在位置情報を取得し、モビリティ２０の現在位置からバッテリステーション３
０までの距離と、モビリティ２０の平均速度とに基づいて、バッテリステーション３０ま
での移動時間を算出することで、バッテリパック１の返却予定時間を求める例を挙げて説
明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
【００８０】
　例えば、予約入力画面を介して予約者から直接入力された受取希望時間を用いて、返却
予定時間を設定してもよい。
　この場合には、モビリティ２０の現在位置情報の取得は不要となるため、位置情報取得
部１３ａ、移動時間算出部１３ｂ、および返却予定時間取得部１３ｃを構成から削除して
、より簡素な構成のバッテリ予約装置とすることができる。
【００８１】
　（Ｃ）
　上記実施形態では、予約したバッテリステーション３０ａ等へ返却された時点でのバッ
テリパック１のバッテリ残量の推定値を算出するために、各バッテリステーション３０ａ
等から充電器３１の充電速度に関する情報を取得する例を挙げて説明した。しかし、本発
明はこれに限定されるものではない。
　例えば、バッテリ予約装置が、各バッテリステーションに設置された充電器の充電速度
に関する情報を予め保存する記憶部を備えていてもよい。あるいは、各バッテリステーシ
ョンに設置された充電器の充電速度に関する情報を保存している外部のサーバ装置等から
、通信回線を介して、充電器による充電速度に関する情報を取得してもよい。
【００８２】
　（Ｄ）
　上記実施形態では、実際にバッテリステーション３０ａ等へ返却されたバッテリパック
１の実返却時間、返却時における実バッテリ残量を取得して、予約情報テーブルを更新す
る例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
　例えば、実返却時間取得部および実バッテリ残量取得部を持たないバッテリ予約装置で
あってもよい。
　ただし、実際に返却された時間やバッテリ残量の実測値を予約情報に反映させることで
、予約情報の精度を向上させる点では、上記構成が備えられていることはより好ましい。
【００８３】
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　（Ｅ）
　上記実施形態では、モビリティ２０におけるバッテリパック１がシート２０ａの下に搭
載されている例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
　例えば、モビリティ２０におけるハンドル２０ｂの下の部分等、他の位置に配置されて
いてもよい。
【００８４】
　（Ｆ）
　上記実施形態では、バッテリ予約装置１０がバッテリステーション３０ａ～３０ｃに設
置された例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない。
　例えば、モビリティおよびバッテリステーションとの間で通信可能な環境であれば、バ
ッテリパックの予約状況を集中管理する予約管理センタ等のバッテリステーション以外の
場所に設置されていてもよい。
【００８５】
　（Ｇ）
　上記実施形態では、バッテリ予約装置１０が、各バッテリステーション３０ａ～３０ｃ
に設置されている例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定されるものではない
。
　例えば、各モビリティにバッテリ予約装置が搭載されていてもよい。
　この場合には、各モビリティが、通信部を介して、各バッテリステーションにおけるバ
ッテリパック充電状況等の必要な情報を取得することで、最適なバッテリステーションを
提示することができる。
【００８６】
　（Ｈ）
　上記実施形態では、電力消費体としての電動自動二輪車（モビリティ２０）に、２本の
バッテリパック１が搭載される例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定される
ものではない。
　例えば、電力消費体に搭載されるバッテリパックは、１本、あるいは３本以上であって
もよい。
　また、交換予約されるバッテリパックの本数についても、２本に限定されるものではな
く、２本中１本等、予約者の要望に応じて適宜対応が可能である。
【００８７】
　（Ｉ）
　上記実施形態では、電力消費体（モビリティ２０）として電動自動二輪車に対して電力
を供給するバッテリパック１を例として挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定さ
れるものではない。
【００８８】
　例えば、電動自動二輪車以外にも、電動一輪車、電動自転車、電動アシスト自転車、電
気自動車（ＥＶ）、ＰＨＶ（Plug-in Hybrid Vehicle）等の他のモビリティ等に電力を供
給するためのバッテリパックに対して本発明を適用してもよい。
　あるいは、本発明のバッテリパックから電力が供給される電力消費体としては、モビリ
ティに限らず、交換可能なバッテリによって駆動される他の電気製品であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明のバッテリ予約装置は、返却予定のバッテリパックの予約受付を可能とすること
で、より柔軟な予約受付処理を行うことができるという効果を奏することから、各種製品
に搭載されるバッテリパックの貸し出し予約を受け付ける予約装置として広く適用可能で
ある。
【符号の説明】
【００９０】
　１　　　バッテリパック
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１０　　　バッテリ予約装置
１１　　　入力受付部
１２　　　バッテリ状態取得部
１３ａ　　位置情報取得部
１３ｂ　　移動時間算出部
１３ｃ　　返却予定時間取得部
１４　　　バッテリ残量予測部
１５　　　バッテリステーション情報取得部（充電速度取得部、実返却時間取得部、実バ
ッテリ残量取得部）
１６　　　充電完了時間算出部
１７　　　予約受付部（予約受付部、予約情報更新部、予約可否判定部）
１８　　　表示制御部
２０　　　モビリティ
２０ａ　　シート
２０ｂ　　ハンドル
２１　　　前輪
２２　　　後輪
２３　　　表示部
２３ａ　　予約入力部
２４　　　ＧＰＳ
３０ａ～３０ｃ　バッテリステーション
３１　　　充電器
Ｓ１　　　予約入力画面

【図１】 【図２】
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